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契約事項の名称 

「令和８年度北九州市上下水道局公用車の任意保険契約」 
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入 札 説 明 書 

 

北九州市上下水道局が所管する公用車に対する自動車任意保険契約に係る入札公告に基づく一般競 

争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

  入札に参加する者は下記事項を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様等 

について疑義がある場合は、下記６に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様等に 

ついての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

 

１ 公告日 令和８年２月６日（金） 

 

２ 競争入札に付する事項 

 （１） 契約事項の名称 

     令和８年度北九州市上下水道局公用車の任意保険 

 （２） 契約の内容 

      北九州市上下水道局が所有する公用車１０８台に対する自動車任意保険契約 

 （３） 契約期間 

     令和８年４月１日午後４時から令和９年４月１日午後４時まで 

 

3 仕様等 

（１） 別添（北九州市上下水道局公用車任意自動車保険契約仕様書、北九州市上下水道局公用車一覧

表）のとおり 

（２） 北九州市上下水道局公用車一覧表に記述しているが、令和８年２月に公用車１台の更新及び公

用車１台の新規追加があるため、入札の際は注意すること。 

 

４ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定に基づ 

 き定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 

   北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成７年北 

九州市水道局管理規程第２号）第２条において準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の 

資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿に記 

載されていること 

 

５ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定めた入札参加資格をいう。

以下同じ。） 

令和８年２月２５日（水）現在において、次の条件を満たすこと。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成７ 

年北九州市水道局管理規程第２号）第２条において準用する北九州市物品等供給契約の競争入札 

参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格 

業者名簿に記載されている者であって、取扱品目に損害保険を挙げていること。 

 （３） 保険業について、内閣総理大臣の免許を受けている者であること。 

 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 

 



６ 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 

  北九州市上下水道局広域・海外事業部広域事業課 

〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－３１４１     担当 安樂、中野 

 

７ 入札参加申込みの受付 

 （１） 提出書類 

     別紙「入札参加申出書」のとおり 

 （２） 提出場所及び提出方法 

   ア 持参による場合 

令和８年２月１８日（水）午後４時までに６の部局に提出 

 イ 郵送による場合  

６の部局に簡易書留により、令和８年２月１８日（水）午後４時必着 

（３） その他 

    ア 入札参加の申込みをしない者は、入札に参加できない。 

    イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

    ウ 提出書類は、本市において無断で他の目的に使用しないものとする。 

    エ 提出書類は返却しない。 

 

８ 入札参加確認通知 

  入札参加の可否は令和８年２月２５日（水）までに通知する。 

 

９ 入札に参加できないと決定した者に対する理由の説明 

 （１） 競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明 

を求めることができる。 

 （２） （１）の説明を求める場合には、令和８年２月１８日（水）までに書面（様式自由）を提出 

    して行わなければならない。 

 （３） 書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

 （４） 説明を求められたときは、令和８年２月２５日（水）までに説明を求めた者に対し書面によ

り回答する。 

 （５） （２）の書面の提出先は次のとおりとする。 

     ６の部局とする。 

 

10 仕様等に関する質問及び回答 

 （１） 質問書の受付 

     仕様等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。 

     なお、書面は受付場所への持参又は郵送により提出すること。（電送によるものは受け付けな 

い。） 

ア 場所 

６の部局とする。 

 イ 期間 

   令和８年２月９日（月）から同年２月１８日（水）までの北九州市の休日を除く毎日、 

午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後３時３０分まで 



 （２） 質問書に対する回答 

     受け付けた質問については、令和８年２月２５日（水）までに回答する。 

 

11 入札 

 （１） 日時 

     令和８年３月４日（水） 午前１０時００分 

 （２） 場所 

     北九州市小倉北区大手町１番１号 

     小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室 

 （３） 入札の方法 

ア 入札書（別紙様式）は、入札者又はその代理人が直接持参のうえ提出するものとし、郵便 

、電話、電報、テレックス、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。 

    イ 代理人が入札に参加するときは、委任状（別紙様式）を提出し、入札書には、会社名及び

代表者名と代理人の氏名を併記し、委任状に押印した代理人の印鑑を押印すること。 

           なお、代理人の印鑑は入札当日も持参すること。 

（４） 入札書に記載する金額 

    落札決定に当たっては、契約期間内の保険料総額（契約金額）を記入すること。 

（５） その他 

ア 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押 

印をしておかなければならない。 

     イ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

     ウ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することがで

きない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は取りやめる場合がある。 

 

12 開札 

（１） 開札は、入札終了後直ちに、11 の（２）の場所において行う。 

（２） 開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の 

規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。 

 

13 入札保証金 

入札価格の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の納 

付は次に挙げる担保の提供をもって代えることができる。 

銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 

なお、入札保証金は入札当日（令和８年３月４日）に持参すること。 

ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 

ア 市を被保険者とする入札保証保険契約（入札価格の１００分の５以上）を締結し、その証書 

を提出する場合。 

   イ 過去２年以内に、本市若しくは本市以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）と 

同種・同規模の契約を数回以上にわたって契約し、かつ誠実に履行されていると認められる場 

合。 

 

 

 



14 入札の無効 

次の入札は無効とする。 

なお、再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。 

（１） 入札参加の資格がない者がした入札 

（２） 入札書に入札者の記名押印がない又は金額の記載がない若しくは金額を訂正した入札 

（３） 所定の入札者によらない入札又は誤った件名を記載した若しくは入札書の記載事項について 

判読できない入札 

（４） 同一事項について２通以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 

（５） 委任状を提出しないで代理入札をした又は他人の代理を兼ね、若しくは２人以上の代理をし 

た入札 

（６） 所定の場所及び日時に到達しない入札 

（７） 前各号のほか、法令又は入札に関する条例に違反している入札 

 

15 落札者の決定方法等 

（１） 予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（２） ２人以上が同一落札金額で入札した場合には、くじにより落札者を決定する。この場合にお 

いて、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係 

のない職員にくじを引かせるものとする。 

 

16 契約書作成の要否 

   要（落札損害保険会社の約款による） 

 

17 その他 

   入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他市の情報（公知の 

事実を除く）を漏らしてはならない。 


